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本
稿
は
、
京
都
市
の
三
大
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
道
路
拡
幅
お
よ
び
電
気
軌
道
の
敷
設
（
以
下
、
道
路
拡
築
事
業
と
す
る
）
が
、
京
都
の

伝
統
的
な
地
域
住
民
組
織
で
あ
る
「
町
」
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
町
財
政
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

京
都
市
の
三
大
事
業
は
、
第
二
琵
琶
湖
疏
水
の
建
設
、
上
水
道
の
整
備
、
道
路
拡
築
事
業
を
指
す
イ
ン
フ
ラ
整
備
事
業
で
あ
る
。
本
稿

で
対
象
と
す
る
道
路
拡
築
事
業
で
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
か
ら
用
地
買
収
が
着
手
さ
れ
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
六
月
に
烏

丸
線
を
含
む
三
路
線
で
、
京
都
市
営
電
気
鉄
道
の
運
転
が
開
始
さ
れ
た
。
三
大
事
業
に
よ
っ
て
都
市
交
通
網
の
整
備
な
ど
が
進
め
ら
れ
、

現
在
の
中
心
街
の
原
型
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
吉
田
伸
之
氏
は
、
高
輪
海
岸
に
お
け
る
新
橋
・
横
浜
間
鉄
道
の
敷
設
問
題
を
事
例
に
「
二
一
世
紀
の
東
京
に
厖
大
に
蓄
積

さ
れ
る
『
現
代
都
市
』
イ
ン
フ
ラ
が
、
そ
の
端
緒
に
お
い
て
伝
統
都
市
を
切
り
裂
く
様
相
」

（
１
）

を
描
き
、
都
市
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
批
判
的

に
捉
え
る
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
吉
田
氏
の
問
題
意
識
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
都
市
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
に
は
地
域
社
会
の

一
三
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（
一
二
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〇
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構
造
を
変
貌
さ
せ
、
破
壊
す
る
と
い
っ
た
側
面
も
存
在
す
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
道
路
拡
築
事
業
と
手
洗
水
町
の
関
係
は
、
ま
さ
に
こ

う
い
っ
た
事
例
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
い
っ
た
分
析
視
角
は
、
当
該
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
住
民
の
側
か
ら
都
市
政
策
の
意
義
を
捉
え

直
す
と
い
う
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
代
都
市
に
お
け
る
道
路
拡
築
事
業
が
当
該
地
域
の
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
与
え
た
影
響
を
、
京
都
市
中
京
区
烏

丸
通
蛸
薬
師
下
ル
に
所
在
す
る
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
、
同
町
の
町
財
政
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
手
洗
水
町
は
、
烏
丸
通
を

挟
ん
だ
両
側
町
で
あ
り
、
烏
丸
通
の
拡
築
事
業
は
同
町
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
三
大
事
業
と
そ
の
中
の
道
路
拡
築
事
業
に
つ
い
て
は
、
政
治
史
的
な
観
点
か
ら
三
大
事
業
の
実
行
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
伊
藤

之
雄
氏
に
よ
る
研
究（

２
）、

四
条
通
と
烏
丸
通
の
東
本
願
寺
門
前
の
拡
築
事
業
に
関
す
る
事
業
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
鈴
木
栄
樹
氏
に
よ
る

研
究（

３
）

が
あ
る
。
鈴
木
氏
は
四
条
通
沿
線
住
民
の
陳
情
や
、
東
本
願
寺
か
ら
の
事
業
計
画
変
更
の
要
請
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
実
際
に
影

響
を
受
け
る
側
か
ら
の
視
点
も
提
示
し
て
い
る
が
、
主
眼
は
事
業
の
実
行
過
程
に
置
か
れ
て
お
り
、
町
が
そ
れ
に
よ
っ
て
受
け
た
影
響
な

ど
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　

筆
者
の
問
題
関
心
で
あ
る
町
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
倉
葉
子
氏
が
烏
丸
通
の
三
条
―
四
条
間
の
『
旧
土
地
台
帳
』
の
分
析
か
ら
、
烏

丸
通
の
拡
築
は
、「
近
世
以
来
の
町
域
を
無
視
す
る
土
地
集
約
の
主
体
で
あ
る
巨
大
資
本
を
引
き
寄
せ
」、「
烏
丸
通
が
金
融
通
」
と
変
化

し
て
い
っ
た
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る（

４
）。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
大
資
本
の
進
出
に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
の
住
民
生
活
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
の
他
、
建
築
史
の
観
点
か
ら
、
河
原
町
通
に
お
け
る
道
路
拡
築
が
町
家
の
構
造
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
し
た
高
橋
清
香
氏
と
大
場
修

氏
の
研
究
も
興
味
深
い（

５
）。

河
原
町
通
で
は
鴨
川
に
並
行
に
拡
築
事
業
が
行
わ
れ
た
た
め
、
敷
地
が
斜
め
に
切
り
取
ら
れ
て
い
び
つ
な
形

状
と
な
り
、
町
家
の
表
裏
が
入
れ
替
わ
っ
た
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
町
と
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
、
敷
地
内

一
三
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（
一
二
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九
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に
路
地
が
作
ら
れ
、
出
入
口
を
従
来
の
町
側
に
設
け
た
構
造
の
町
家
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
町
と
住
民
と
の
共
同
性

の
強
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
町
が
道
路
拡
築
に
よ
っ
て
空
間
的
に
破
壊
さ
れ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

第
一
章　

道
路
拡
築
事
業
と
住
民
構
造
の
変
化

　
　

第
一
節　

道
路
拡
築
事
業
と
沿
線
住
民
の
反
応

　

前
述
の
よ
う
に
、
京
都
市
の
三
大
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
道
路
拡
築
事
業
で
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
か
ら
用
地
買
収
が
着
手

さ
れ
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
六
月
に
烏
丸
線
を
含
む
三
路
線
で
京
都
市
営
電
気
鉄
道
の
運
転
が
開
始
さ
れ
た
。
用
地
買
収
に
あ
た

っ
て
、
行
政
は
四
条
通
の
買
収
に
つ
い
て
は
、「
市
ノ
中
央
ニ
位
シ
、
商
業
旺
盛
往
来
頻
繁
ナ
ル
所
ニ
シ
テ
、
一
坪
ノ
地
面
尚
之
ヲ
争
フ
」

と
認
識
し
、
烏
丸
通
は
「
中
部
ハ
則
チ
中
京
ト
称
シ
、
古
来
世
襲
ノ
店
舗
多
シ
故
ニ
、
此
ノ
二
線
ハ
就
中
買
収
ノ
困
難
ナ
ル
ヘ
キ
」
と
の

予
測
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

６
）。

　

実
際
に
、
烏
丸
通
に
面
す
る
手
洗
水
町
、
饅
頭
屋
町
、
七
観
音
町
、
笋
町
が
明
倫
同
盟
会
を
結
成
し
、
用
地
買
収
交
渉
に
際
し
て
勝
手

な
行
動
に
出
な
い
よ
う
互
い
に
牽
制
し
つ
つ
、
交
渉
を
有
利
に
進
め
る
た
め
の
構
え
を
見
せ
て
い
る（

７
）。

　

ま
た
、
四
条
通
沿
線
の
住
民
か
ら
は
、
道
路
拡
幅
と
電
気
軌
道
の
敷
設
に
と
も
な
う
祇
園
祭
の
山
鉾
巡
行
へ
の
支
障
と
営
業
上
の
不
利

益
を
訴
え
る
陳
情
書
も
提
出
さ
れ
て
い
る（

８
）。

道
路
拡
築
事
業
は
沿
線
の
住
民
に
と
っ
て
ま
さ
に
死
活
問
題
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
他
の
地
域
と
し
て
、
東
本
願
寺
が
門
前
を
迂
回
す
る
よ
う
陳
情
を
出
し
て
い
る
ほ
か（

９
）、

丸
太
町
通
川
端
東
入
ル
東
丸
太
町
か
ら

も
陳
情
が
出
さ
れ
て
い
る（

）。
東
丸
太
町
で
は
、町
の
北
側
を
買
収
し
て
道
路
拡
幅
す
る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、町
内
に
「
均
シ
ク
」

一
三
七　
（
一
二
七
八
）
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居
住
し
て
い
る
町
住
民
、
あ
る
い
は
不
動
産
所
有
者
の
間
で
利
害
に
不
平
等
が
あ
る
の
は
よ
く
な
い
の
で
、
南
北
両
側
を
等
し
く
拡
幅
す

る
よ
う
計
画
を
見
直
し
て
欲
し
い
と
の
陳
情
を
出
し
た
。
こ
の
陳
情
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
両
側
町
と
い
う
形
態
を
と
る
京
都
の
町
に

と
っ
て
、
道
路
拡
築
事
業
と
い
う
問
題
は
町
の
共
同
性
を
揺
る
が
す
問
題
と
し
て
住
民
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
陳
情
の
結
果
、
烏
丸
通
の
東
本
願
寺
門
前
は
迂
回
さ
れ
、
四
条
通
で
は
山
鉾
巡
行
に
合
わ
せ
て
路
面
電
車
の
軌
道
を
南
へ

ず
ら
す
と
い
っ
た
措
置
が
取
ら
れ
た
が
、「
各
所
有
者
ハ
大
勢
ノ
既
ニ
定
リ
シ
ヲ
覚
リ
、
速
ニ
承
諾
シ
、
以
テ
買
収
ヲ
シ
テ
蹉
跌
ナ
カ
ラ

シ
メ
タ
ル
」
と
『
三
大
事
業
誌
』
は
伝
え
て
い
る（

）。

　
　

第
二
節　

手
洗
水
町
と
道
路
拡
築
事
業

　

こ
こ
で
は
、
道
路
拡
築
事
業
が
手
洗
水
町
の
住
民
構
造
に
与
え
た
影
響
を
見
て
い
く
が
、
本
稿
全
体
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
は
じ
め

に
手
洗
水
町
の
町
自
治
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
に
改
正
さ
れ
た
「
規
約
」

（

）を
簡
単
に
整
理
し
た
い
。
手
洗
水

町
で
は
、
町
運
営
を
担
う
役
員
と
し
て
総
代
が
一
名
置
か
れ
、
そ
の
任
期
は
一
年
で
あ
っ
た
。
会
計
帳
簿
の
記
載
も
総
代
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
お
り
、
他
町
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
会
計
役
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（

）。
そ
の
後
、
総
代
の
他
に
、
衛
生
組
長
に
対

す
る
役
料
も
町
経
費
と
し
て
計
上
さ
れ
て
お
り
、
衛
生
組
長
が
役
職
と
し
て
置
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
総
代
は
、
町
内
の
業
務
に
加
え
、

行
政
か
ら
も
徴
税
な
ど
の
業
務
を
求
め
ら
れ
た
ほ
か
、
学
区
の
業
務
も
分
担
し
て
い
た
た
め
、
か
な
り
煩
雑
な
業
務
を
任
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
手
洗
水
町
で
は
用
人
を
雇
っ
て
お
り
、
用
人
が
総
代
の
業
務
を
補
助
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る（

）。
そ
の
他
に
町
自
治
に

関
わ
る
役
職
に
は
、毎
年
七
月
に
行
わ
れ
る
御
手
洗
井
の
神
事
の
行
司
役（
二
名
）が
あ
る
。
町
の
意
志
決
定
は
町
集
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

合
議
が
難
し
い
場
合
に
は
投
票
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　

次
に
、
年
中
行
事
に
つ
い
て
み
る
。
手
洗
水
町
の
年
中
行
事
と
し
て
は
、
町
の
象
徴
的
な
年
中
行
事
で
あ
る
御
手
洗
井
の
神
事
の
ほ

一
三
八　
（
一
二
七
七
）
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か
、
新
年
宴
会
、
春
と
秋
に
行
わ
れ
る
八
坂
神
社
の
御
千
度
、
同
様
に
春
秋
の
彼
岸
に
行

わ
れ
る
施
餓
鬼
、
六
月
と
一
二
月
に
行
わ
れ
る
町
内
の
会
計
決
算
、
伊
勢
講
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
行
事
の
う
ち
御
千
度
以
外
は
、
規
約
に
「
家
持
一
統
」
と
明
記
さ
れ
、
家

持
に
限
定
さ
れ
た
行
事
と
な
っ
て
い
た
。
唯
一
、
御
千
度
だ
け
は
借
家
人
が
限
定
的
に
町

自
治
に
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
と
な
っ
て
い
た（

）。
御
手
洗
井
の
神
事
で
は
、
祇
園

祭
の
神
輿
が
烏
丸
通
を
通
過
す
る
際
に
人
々
が
口
を
濯
い
だ
井
戸
が
祀
ら
れ
る
。
こ
の
井

戸
は
、
祇
園
祭
の
期
間
の
み
開
放
さ
れ
る
が
、
手
洗
水
町
で
は
連
綿
と
こ
の
神
事
を
執
り

行
っ
て
き
た
。
現
在
も
御
手
洗
井
を
祀
る
神
事
は
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
井
戸
の
場
所
は

明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
三
月
に
烏
丸
通
の
拡
幅
工
事
の
た
め
東
へ
移
転
さ
れ
、
現
在
に

至
る
。

　

手
洗
水
町
の
住
民
構
成
に
つ
い
て
、
家
持
数
と
借
家
人
数
を
用
地
買
収
を
挟
ん
だ
時
期

で
見
て
み
た
い
（
第
１
表
）
（

）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
の
町
内
に
居
住

し
て
い
な
い
家
持
（
不
在
家
持
）
を
含
む
家
持
数
は
二
二
名
で
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）

年
の
上
半
期
と
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
の
上
半
期
に
二
三
名
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

用
地
買
収
前
後
で
大
き
な
変
化
も
な
く
安
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
借
家
人
数

は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
か
ら
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
に
か
け
て
、
表
借
家
人
は

一
九
名
か
ら
六
名
、
裏
借
家
人
は
一
九
名
か
ら
四
名
へ
と
減
少
、
翌
四
五
（
一
九
一
二
）
年

も
表
借
家
人
が
七
名
、
裏
借
家
人
が
三
名
で
あ
り
、
大
幅
に
減
少
し
た
。
そ
の
後
、
大
正

明治42年
下半期

明治43年
上半期

明治43年
下半期

明治44年
上半期

明治44年
下半期

明治45年
上半期

家持数
（不在家持を含む）

22 22 23 22 23 23

表借家数 19 19 6 7

裏借家数 19 19 4 3

（出所） 『館古 559　手洗水町文書』No.83「入費集メ帳」（京都府総合史料館所蔵），No.87「神
事勘定帳」（京都府総合史料館所蔵）．

第 1表　手洗水町における家持数と借家数

一
三
九　
（
一
二
七
六
）



第
六
十
四
巻  

第
四
号

一
四
（
一
九
二
五
）
年
の
国
勢
調
査
で
は
町
の
世
帯
数
が
一
三
軒
、
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
の
国
勢
調
査
で
は
世
帯
数
が
一
一
軒
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
帯
数
の
た
め
、
家
持
・
借
家
人
の
数
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
数
は
手
洗
水
町
が
所
属
す
る
明
倫

学
区
に
お
い
て
、
元
々
敷
地
面
積
が
小
さ
い
了
頓
図
子
町
と
、
烏
丸
通
に
面
し
道
路
拡
築
事
業
の
影
響
を
受
け
た
饅
頭
屋
町
に
次
い
で
低

い
数
値
で
あ
る
。ま
た
、明
倫
学
区
の
町
の
平
均
世
帯
数
を
み
る
と
約
三
〇
軒
で
あ
り
、同
町
の
現
住
者
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
要
因
は
、
道
路
拡
築
事
業
に
求
め
ら
れ
る
。
手
洗
水
町
の
中
心
を
南
北
に
走
る
烏
丸
通
で
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
か
ら

拡
築
事
業
が
着
手
さ
れ
、丸
太
町
以
南
の
幅
員
は
従
来
の
三
倍
に
あ
た
る
一
五
間
と
な
っ
た（

）。
京
都
市
に
よ
る
手
洗
水
町
の
用
地
買
収
は
、

明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
九
月
に
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
用
地
買
収
に
よ
っ
て
手
洗
水
町
は
、
七
五
二
・
三
四
坪
（
約
三
一
％
）

を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
手
洗
水
町
か
ら
借
家
人
を
閉
め
出
す
直
接
の
要
因
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
通
り
を
挟
ん
だ
両
側

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
両
側
町
に
と
っ
て
、
道
路
拡
築
事
業
は
町
を
中
央
で
分
断
し
、
空
間
的
に
破
壊
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
手
洗
水
町
は
、
戦
時
町
内
会
体
制
に
向
け
て
準
備
が
進
む
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
一
二
月
に
「
戸
数
あ
ま
り
ニ
少
数
」（

）

の
た
め
、
隣
町
で
あ
る
笋
町
と
合
併
す
る
こ
と
と
な
り
、
烏
丸
南
町
と
な
っ
た
。
こ
の
際
、
笋
町
と
の
協
議
の
結
果
「
八
坂
神
社
之
神
事

及
町
有
財
産
ハ
従
来
之
通
リ
ニ
な
し
併
合
せ
ず
」（

）
と
申
し
合
わ
せ
、
手
洗
水
町
は
烏
丸
南
町
第
一
隣
組
と
し
て
町
の
共
有
財
産
を
引
き

継
ぎ
、
神
事
を
執
り
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
戦
後
、
手
洗
水
町
は
再
度
独
立
し
た
町
と
な
る
が
、
一
時
期
と
は
い
え
、
町
の
消
滅
と
い
う

事
態
に
ま
で
陥
っ
た
の
は
、
都
市
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
と
も
な
う
町
域
の
喪
失
と
借
家
戸
数
の
大
幅
な
減
少
と
い
う
負
の
影
響
に
よ
る
の
で

あ
っ
た
。

一
四
〇　
（
一
二
七
五
）



京
都
市
三
大
事
業
と
町
財
政
（
奥
田
以
在
）

　
　
　
　
　
　
　

第
二
章　

手
洗
水
町
に
お
け
る
不
動
産
売
買

　
　

第
一
節　

町
に
よ
る
不
動
産
売
買
規
制

　

京
都
の
町
は
、
人
の
出
入
り
に
関
し
て
厳
し
い
規
制
を
か
け
て
き
た
。
例
え
ば
、
職
種
規
制
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
手
洗
水
町
で
は
、
近

代
に
入
っ
て
も
人
の
出
入
を
厳
し
く
管
理
す
る
た
め
に
、不
動
産
売
買
の
手
続
き
を
規
定
し
て
い
る
。明
治
二
二（
一
八
八
九
）年
改
正
の「
規

約
」
を
も
と
に
、
手
洗
水
町
の
不
動
産
売
買
に
関
す
る
規
定
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

手
洗
水
町
で
不
動
産
を
売
買
又
は
貸
与
す
る
場
合
に
は
、
買
主
お
よ
び
借
受
人
に
つ
い
て
町
内
で
協
議
を
行
い
、
適
任
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
場
合
に
は
、
町
内
に
保
証
人
一
名
を
置
く
こ
と
で
売
買
・
貸
借
契
約
が
成
立
す
る
決
ま
り
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
手
洗
水

町
で
は
、
個
人
の
自
由
な
裁
量
に
よ
る
不
動
産
売
買
も
し
く
は
貸
与
の
契
約
を
認
め
ず
、
町
に
よ
っ
て
最
終
的
な
可
否
が
決
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
不
動
産
売
買
の
手
続
き
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
不
動
産
を
売
却
す
る
際
に
は
、
ま
ず
売
却
人
が
総
代
へ
そ
の
旨
を
申
し

出
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
た
総
代
が
売
却
の
仲
介
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
の
手
順
は
、
①
当
該
の
土
地
家
屋
の
両
隣
の
宅
地

所
有
者
に
売
却
の
相
談
を
持
ち
か
け
る
。
こ
れ
で
売
却
先
が
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
②
両
隣
の
家
屋
所
有
者
に
相
談
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
も
買
得
者
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
、③
両
隣
以
外
の
町
内
の
人
物
に
売
却
を
持
ち
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
、

町
内
で
買
得
者
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
④
町
内
で
相
談
の
上
、「
人
柄
不
審
」
で
は
な
い
人
物
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
手
洗
水
町
で
は
四
段
階
に
分
け
て
、
不
動
産
が
町
外
へ
と
流
出
す
る
こ
と
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
付
則
と
し
て
、
買
い
手
が
適
切
な
人
物
で
は
な
い
と
町
が
判
断
し
た
場
合
に
は
、
す
で
に
契
約
が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
契
約
を
取
り
消
す
よ
う
に
町
か
ら
働
き
か
け
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
町
が
新
た
な
買
い
手
を
探
し
て
く
る
こ
と

一
四
一　
（
一
二
七
四
）
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が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
洗
水
町
で
は
不
動
産
売
買
に

対
し
て
、
極
め
て
厳
し
い
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
不
動
産
売
買
が
成
立
し
た
際
に
は
、
買

得
者
は
そ
の
買
得
価
格
に
応
じ
て
、
町
の
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立

（
御
手
洗
井
の
井
戸
お
よ
び
屋
形
の
修
繕
費
）
へ
の
寄
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
た
（
第
２
表
）。
な
お
、
こ
の
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
に

対
す
る
寄
付
金
の
制
度
は
、
大
正
期
に
な
っ
て
も
存
続
し
て
い
る
。

大
正
期
に
は
三
〇
〇
円
の
寄
付
が
な
さ
れ
る
事
例
も
あ
り
、
金
額

は
時
代
に
適
応
し
た
形
で
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
寄
付
金
以

外
に
、
買
得
者
は
御
手
洗
井
の
神
事
費
用
と
し
て
神
酒
料
を
納
め

る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
他
に
も
、町
内
の
家
持
に
対
す
る
配
り
物
や
、町
用
人
に
対
す
る
祝
儀
な
ど
、披
露
の
義
務
を
負
っ
た
。

　

ま
た
、
借
家
人
と
し
て
転
入
す
る
場
合
に
も
、
表
借
家
一
戸
に
つ
き
三
〇
銭
、
裏
借
家
一
戸
に
つ
き
二
〇
銭
を
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立

へ
寄
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
借
家
請
状
の
筆
紙
料
と
し
て
表
借
家
は
二
〇
銭
、
裏
借
家
は
一
五
銭
を
町
用
人
へ
支
払
わ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
京
都
市
は
用
地
買
収
の
際
に
こ
の
よ
う
な
寄
付
金
は
納
め
て
お
ら
ず
、
行
政
は
個
別
の
町
の
伝
統
的

な
町
自
治
の
あ
り
方
を
顧
み
る
こ
と
な
く
道
路
拡
築
事
業
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

第
二
節　

不
動
産
売
買
の
実
態

　

次
に
、
手
洗
水
町
に
お
け
る
不
動
産
売
買
の
様
子
を
、『
旧
土
地
台
帳
』

（

）の
記
録
か
ら
見
て
み
た
い
。
手
洗
水
町
の
記
録
に
特
徴
的
な

買得価格（円） 寄付金額（円）
10～ 99 2

100～ 199 4

200～ 299 5

300～ 399 6

400～ 499 7

500～ 599 8

600～ 699 9

700～ 799 10

800～ 899 11

900～ 999 12

1000～ 15

（出所） 『館古 559　手洗水町文書』No.76「規約」
（京都府総合史料館所蔵）．

第 2表　 「規約証」における不動産買得価格
と井戸屋形修繕費積立への寄付金

一
四
二　
（
一
二
七
三
）



京
都
市
三
大
事
業
と
町
財
政
（
奥
田
以
在
）

の
は
、
用
地
買
収
の
際
に
土
地
が
分
筆
さ
れ
、
地
番
に
多
く
の
枝
番
号
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
分
筆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
路
拡
築
に
必
要
な
土
地

が
集
積
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
３
表
は
、『
旧
土
地
台
帳
』の
記
載
開
始
時
期
で
あ
る
明
治
二
三（
一
八
九
〇
）

年
か
ら
、
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
末
ま
で
の
手
洗
水
町
の
不
動
産
売
買
件

数
を
、
手
洗
水
町
に
お
い
て
京
都
市
に
よ
る
用
地
買
収
が
完
了
し
た
直
後
の
明

治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
一
〇
月
を
境
と
し
て
区
分
し
、整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
表
に
は
京
都
市
に
よ
る
用
地
買
収
、
京
都
市
か
ら
内
務
省
へ
の
所

有
権
の
移
転
、
明
倫
学
区
に
対
し
て
学
校
用
地
と
し
て
所
有
権
が
移
っ
た
も
の
、

会
社
合
併
に
よ
る
名
義
変
更
な
ど
は
含
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
明
ら
か
な
家
督

相
続
や
兄
弟
間
あ
る
い
は
親
戚
間
で
の
土
地
売
買
も
同
様
に
加
え
て
い
な
い
。

　

手
洗
水
町
の
こ
の
間
の
不
動
産
売
買
件
数
は
、
全
体
で
一
一
〇
件
で
あ
っ
た
。

そ
の
内
訳
は
、
用
地
買
収
以
前
が
四
八
件
、
以
後
が
六
二
件
で
、
前
者
が
一
年

当
た
り
約
一
・
九
件
、
後
者
が
約
一
・
六
件
と
な
り
、
用
地
買
収
以
後
は
若
干
の

減
少
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
銀
行
が
合
併
さ
れ
た
場
合
を
不
動
産

売
買
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
と
い
う
方
法
上
の
理
由
と
、
用
地
買
収
と

電
気
軌
道
の
敷
設
が
行
わ
れ
、
手
洗
水
町
が
都
市
交
通
の
要
所
と
な
り
、
そ
こ

に
居
住
す
る
、
あ
る
い
は
店
舗
を
構
え
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
増
し
た
と
い
う

明治23年
～明治44年9月

明治44年10月
～昭和15年12月

計

所有権移転回数 48 62 110

（出所）『旧土地台帳』（京都府地方法務局所蔵）．

第 3表　手洗水町における不動産売買件数

明治23年
～明治44年9月

明治44年10月
～昭和15年12月

計

手洗水町 39 28 67

町外 41 42 83

計 80 70 150

（出所）『旧土地台帳』（京都府地方法務局所蔵）．

第 4表　地域別所有権取得者数

一
四
三　
（
一
二
七
二
）
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理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

次
に
、
こ
れ
ら
の
不
動
産
売
買
の
買
得
者
の
所
在
地
を
整
理
し
た
も
の
が
第
４
表
で
あ
る
。
全
体
数
が
第
３
表
と
異
な
る
の
は
、
一
つ

の
土
地
を
共
同
所
有
す
る
事
例
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
共
同
所
有
者
各
々
に
つ
い
て
所
在
地
情
報
を
加
え
た
た
め
で
あ
る
。
期
間
は
、

第
３
表
と
同
様
の
期
間
で
整
理
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
の
移
転
に
よ
る
不
動
産
所
有
者
の
変
更
は
、
全
部
で
一
五
〇
件
あ
っ
た

が
、
そ
の
内
の
六
七
件
が
手
洗
水
町
内
に
お
け
る
所
有
権
の
移
転
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
全
体
の
約
四
四
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
町
内

で
の
不
動
産
所
有
者
の
変
更
を
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
九
月
以
前
で
見
る
と
、
八
〇
件
中
三
九
件
（
約
四
九
％
）
が
こ
れ
に
当
た
る
。

用
地
買
収
以
後
は
、
七
〇
件
中
二
八
件
（
四
〇
％
）
と
比
率
を
低
下
さ
せ
、
所
有
権
が
次
第
に
町
外
へ
と
流
出
し
て
い
る
実
情
が
浮
き
彫

り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
町
に
よ
る
不
動
産
売
買
規
制
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う（

）。

　
　

第
三
節　

通
勤
型
金
融
街
化
す
る
手
洗
水
町

　

烏
丸
通
に
お
け
る
道
路
拡
築
事
業
は
、
金
融
資
本
を
中
心
と
し
た
大
資
本
を
引
き
寄
せ
た
。
特
に
、
大
正
期
の
京
都
は
有
力
銀
行
の
預

金
獲
得
地
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
支
店
が
設
立
、
預
金
獲
得
競
争
が
展
開
し
、
烏
丸
通
に
多
く
の
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る（

）。
第
５
表
は
、
手
洗
水
町
に
お
け
る
金
融
関
係
業
者
に
よ
る
不
動
産
買
得
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

近
江
銀
行
・
北
陸
銀
行
・
川
崎
銀
行
は
、
明
治
三
〇
年
代
か
ら
手
洗
水
町
に
不
動
産
を
所
有
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
手
洗
水
町
に
支
店

を
構
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
登
記
上
の
不
動
産
所
有
者
は
、
本
店
の
所
在
地
と
な
っ
て
い
る
。
大
正
期
に
入
る
と
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）

年
に
山
口
銀
行
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
浪
速
銀
行
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
に
藤
本
ビ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
銀
行
が
新
た
に
手
洗
水

町
に
不
動
産
を
取
得
し
、
店
舗
を
構
え
た
。
さ
ら
に
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
か
ら
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
に
か
け
て
証
券
会
社
で

あ
っ
た
丸
二
商
店
が
手
洗
水
町
の
不
動
産
を
新
た
に
取
得
し
た
。
近
江
銀
行
は
、大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
不
動
産
を
買
い
増
し
て
お
り
、

一
四
四　
（
一
二
七
一
）



京
都
市
三
大
事
業
と
町
財
政
（
奥
田
以
在
）

所有権取得年月 銀　行　名 住　　　所 番地

明治31（1898）年8月 株式会社近江銀行 大阪市備後町三丁目 652

明治31（1898）年8月 株式会社近江銀行 大阪市備後町三丁目 654

明治35（1902）年8月 株式会社北陸銀行 富山県富山市桜橋通リ 10.12-2 651-3

明治39（1906）年12月 合資会社川崎銀行 東京市日本橋区檜物町 679

明治39（1906）年12月 合資会社川崎銀行 東京市日本橋区檜物町 676

明治39（1906）年12月 合資会社川崎銀行 東京市日本橋区檜物町 678

大正6（1917）年6月 株式会社山口銀行 大阪市東区唐物町二丁目 645

大正6（1917）年6月 株式会社山口銀行 大阪市東区唐橋町二丁目 648

大正6（1917）年6月 株式会社山口銀行 大阪市東区唐橋町二丁目 649

大正8（1919）年4月 株式会社近江銀行 大阪市東区備後町二丁目 674

大正8（1919）年4月 株式会社近江銀行 大阪市東区備後町二丁目 669

大正8（1919）年4月 株式会社近江銀行 大阪市東区備後町二丁目 671

大正9（1920）年1月 株式会社浪速銀行 大阪市東区淡路町二丁目 666

大正9（1920）年1月 株式会社浪速銀行 大阪市東区淡路町二丁目 668

大正9（1920）年1月 株式会社浪速銀行 大阪市東区淡路町二丁目 670

大正9（1920）年1月 株式会社浪速銀行 大阪市東区淡路町二丁目 673-1

大正9（1920）年1月 株式会社浪速銀行 大阪市東区淡路町二丁目 673-2

大正10（1921）年6月 株式会社藤本ビルブローカー銀行 大阪市東区北浜五丁目 652

大正10（1921）年6月 株式会社藤本ビルブローカー銀行 大阪市東区北浜五丁目 654

大正13（1924）年9月 株式会社丸二商店 手洗水町 651-1

大正13（1924）年9月 株式会社丸二商店 手洗水町 651-2

大正14（1925）年12月 株式会社丸二商店 手洗水町 653

大正14（1925）年12月 株式会社丸二商店 手洗水町 656-2

大正14（1925）年12月 株式会社丸二商店 手洗水町 680-1

（出所）『旧土地台帳』（京都府地方法務局所蔵）．

第 5表　金融業者による不動産取得

一
四
五　
（
一
二
七
〇
）



第
六
十
四
巻  

第
四
号

所
有
面
積
を
広
げ
て
い
る
。

　

大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
は
、
第
一
次
大
戦
の
影
響
を
受
け
て
京
都
の
工
業
生
産
額
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
時
期
で
あ
り
、
同
時
に
市
営

電
気
鉄
道
が
京
都
電
気
鉄
道
（
京
電
）
を
買
収
し
、
乗
客
数
を
飛
躍
的
に
伸
ば
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た（

）。
す
な
わ
ち
、
手
洗
水
町
の
位
置

す
る
四
条
通
と
烏
丸
通
の
交
差
点
を
中
心
と
し
た
地
域
は
、
京
都
市
内
の
都
市
交
通
の
要
所
と
し
て
の
意
味
合
い
を
ま
す
ま
す
濃
く
し
た

の
で
あ
る
。
路
面
電
車
敷
設
以
降
の
一
八
件
の
内
一
五
件
が
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
以
降
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
状
況

が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
手
洗
水
町
は
金
融
街
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
時
点
に
お
け
る
、明
倫
学
区
の
町
別
銀
行
数
を
見
れ
ば
（
第
６
表
）、手
洗
水
町
は
七
軒
と
な
っ
て
お
り
、

学
区
の
中
で
二
番
目
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
７
表
の
電
話
保
有
台
数
で
も
、
手
洗
水
町
や
饅
頭
屋
町
と
い
っ
た
烏
丸
通
沿
線
の

町
が
多
く
保
有
し
て
お
り
、
こ
の
地
域
で
有
数
の
商
業
地
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

手
洗
水
町
の
商
業
地
と
し
て
の
様
子
を
、
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
発
行
の
『
明
倫
誌
』

（

）
か
ら
見
て
み
た
い
。
第
８
表
に
挙
げ
た
の

は
町
別
の
昼
間
人
口
と
夜
間
人
口
の
比
較
で
あ
る
。
手
洗
水
町
の
昼
間
人
口
は
、
三
七
三
人
で
全
二
六
町
の
内
、
八
番
目
の
人
口
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
夜
間
人
口
は
一
一
四
人
で
下
か
ら
二
番
目
の
少
な
さ
と
な
っ
て
い
る
。
同
町
の
昼
間
か
ら
夜
間
に
か
け
て
の
人
口
減

少
率
を
見
て
み
る
と
、
約
六
九
・
四
四
％
と
な
っ
て
お
り
、
明
倫
学
区
の
平
均
二
四
・
三
九
％
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
手
洗

水
町
が
居
住
空
間
と
い
う
よ
り
も
、
通
勤
型
の
商
業
地
域
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
道

路
拡
幅
と
電
気
軌
道
の
敷
設
が
行
わ
れ
た
烏
丸
通
を
町
域
と
す
る
饅
頭
屋
町
、
笋
町
、
七
観
音
町
は
い
ず
れ
も
夜
間
転
出
人
口
の
上
位
に

位
置
し
て
い
る
が
、
特
に
饅
頭
屋
町
は
昼
間
人
口
の
減
少
率
が
約
七
四
・
四
〇
％
と
な
っ
て
お
り
、
手
洗
水
町
と
同
様
に
通
勤
型
の
商
業

地
と
な
っ
て
い
る
。

　

道
路
拡
築
事
業
に
よ
っ
て
京
都
市
内
の
交
通
の
要
所
と
な
っ
た
手
洗
水
町
は
、
第
一
次
大
戦
の
好
景
気
の
影
響
も
受
け
な
が
ら
、
大
正

一
四
六　
（
一
二
六
九
）



京
都
市
三
大
事
業
と
町
財
政
（
奥
田
以
在
）

町　名 銀行数
山伏山町 8

饅頭屋町 7

手洗水町 7

六角町 6

七観音町 6

御倉町 4

占出山町 4

姥柳町 3

菊水鉾町 3

笋町 2

釜座町 1

衣棚町 1

百足屋町 1

烏帽子屋町 1

西六角町 0

玉蔵町 0

骨屋町 0

不動町 0

橋弁慶町 0

西錦小路町 0

天神山町 0

三條町 0

小結棚町 0

鯉山町 0

炭之座町 0

観音堂町 0

明倫学区計 54

（注）了頓図子町はデータが記載されていない．
（出所） 『明倫誌』（京都市明倫尋常小学校，

1939年）．

第6表　明倫学区における町別銀行数
町名 １戸あたりの電話台数

饅頭屋町 2.62 

菊水鉾町 1.65 

手洗水町 1.56 

御倉町 1.25 

山伏山町 1.23 

烏帽子屋町 1.12 

鯉山町 1.09 

骨屋町 1.08 

占出山町 1.06 

笋町 1.00 

橋弁慶町 1.00 

七観音町 0.96 

姥柳町 0.93 

衣棚町 0.83 

六角町 0.76 

天神山町 0.74 

玉蔵町 0.58 

釜座町 0.50 

三條町 0.47 

小結棚町 0.47 

炭之座町 0.37 

不動町 0.37 

西六角町 0.36 

百足屋町 0.35 

観音堂町 0.35 

西錦小路町 0.29 

（注）了頓図子町はデータが記載されていない．
（出所） 『明倫誌』（京都市明倫尋常小学校，

1939年）．

第 7表　１戸あたりの町別電話台数

一
四
七　
（
一
二
六
八
）



第
六
十
四
巻  

第
四
号

昼間人口（人） 夜間人口（人） 減少率（％）

饅頭屋町 250 64 74.40

手洗水町 373 114 69.44

御倉町 500 205 59.00

笋町 201 132 34.33

菊水鉾町 264 187 29.17

山伏山町 474 336 29.11

七観音町 272 200 26.47

骨屋町 214 158 26.17

六角町 259 192 25.87

姥柳町 264 205 22.35

烏帽子屋町 458 356 22.27

鯉山町 410 333 18.78

占出山町 275 224 18.55

橋弁慶町 256 211 17.58

小結棚町 234 193 17.52

玉蔵町 435 370 14.94

天神山町 310 264 14.84

百足屋町 362 312 13.81

炭之座町 172 149 13.37

衣棚町 363 315 13.22

釜座町 291 254 12.71

不動町 303 274 9.57

三條町 475 430 9.47

西六角町 157 153 2.55

西錦小路町 289 282 2.42

観音堂町 138 135 2.17

明倫学区計 7,999 6,048 24.39

（注）了頓図子町はデータが記載されていない．
（出所）『明倫誌』（京都市明倫尋常小学校，1939年）．

第 8表　明倫学区における昼間から夜間にかけての人口減少率

一
四
八　
（
一
二
六
七
）



京
都
市
三
大
事
業
と
町
財
政
（
奥
田
以
在
）

期
に
銀
行
や
証
券
会
社
が
増
加
し
、
通
勤
型
の
金
融
街
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
道
路
拡
築
事
業
は
手
洗
水

町
の
空
間
構
造
を
破
壊
し
、
住
民
構
成
を
変
え
た
上
に
、
金
融
街
化
と
職
住
分
離
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る（

）。

　
　
　
　
　
　
　

第
三
章　

町
の
財
政
構
造
の
変
化
と
金
融
関
係
業
者
へ
の
依
存

　

本
章
で
は
、
手
洗
水
町
の
町
財
政
の
構
造
の
変
化
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
同
町
の
性
格
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
、
町
経
費

と
神
事
費
に
つ
い
て
見
る
こ
と
で
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
資
料
は
主
に
「
金
銭
入
帳
」

（

）、「
金
銭
出
帳
」

（

）、「
神
事
勘
定
帳
」

（

）

を
用
い
て
い
る
。
手
洗
水
町
で
は
、
町
総
代
や
衛
生
組
長
の
役
料
、
用
人
へ
の
祝
儀
、
施
餓
鬼
と
い
っ
た
年
中
行
事
、
帳
簿
の
購
入
と
い

っ
た
町
の
必
要
経
費
、
さ
ら
に
氏
子
で
あ
る
八
坂
神
社
へ
の
寄
付
金
、
学
区
関
係
の
寄
付
金
な
ど
の
項
目
が
「
金
銭
入
帳
」
お
よ
び
「
金

銭
出
帳
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
町
自
治
と
町
の
対
外
関
係
の
ほ
と
ん
ど
の
必
要
経
費
が
こ
れ
ら
の
帳
簿
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
御
手
洗
井
の
神
事
に
つ
い
て
は
、「
神
事
勘
定
帳
」
に
収
支
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
不
動
産
買
得
の
際
の
寄
付
金
は
、

「
手
洗
井
積
立
金
出
入
帳
」

（

）に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
お
り
、
町
経
費
が
不
足
し
た
場
合
、
神
事
勘
定
が
不
足
し
た
場
合
な
ど
は
こ
の
積
立

金
か
ら
補
助
が
出
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

第
一
節　

町
財
政
の
概
略
と
経
費
徴
収
方
法
の
変
化

　

第
１
図
は
、「
金
銭
入
帳
」
に
お
け
る
町
の
収
入
と
支
出
の
動
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
道
路
拡
築
以
前
か
ら
の
町
の
収
支
を
概
観

で
き
る
。
な
お
、こ
の
図
の
入
費
に
は
繰
越
金
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
図
に
よ
れ
ば
、明
治
四
〇（
一
九
〇
七
）年
か
ら
明
治
四
五（
一
九
一
二
）

年
上
半
期
ま
で
は
、収
支
は
比
較
的
均
衡
し
た
形
で
推
移
し
て
い
る
。
初
め
て
収
支
が
大
き
な
赤
字
を
示
す
の
は
、明
治
四
五
（
一
九
一
二
）

一
四
九　
（
一
二
六
六
）



第
六
十
四
巻  

第
四
号

年
下
半
期
で
あ
る
。
支
出
は
さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
を

示
し
て
お
ら
ず
、
収
入
の
減
少
が
赤
字
の
要
因
で
あ

っ
た
。
赤
字
は
翌
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
上
半
期
ま

で
続
く
が
、
こ
の
二
期
の
赤
字
は
臨
時
に
経
費
を
追

加
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
と
き
ま
で
の
手
洗
水
町
に
お
け
る
収
入
は
、

代
人
料
と
家
持
か
ら
の
町
経
費
の
徴
収
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
代
人
料
は
、
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年

の
規
約
に
よ
れ
ば
、
二
〇
歳
以
上
の
家
持
戸
主
が
町

会
に
参
加
で
き
な
い
場
合
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
金
額
は
「
一
統
協
議
」
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
合
計
額
は
明
治

四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
か
ら
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）

年
の
間
、
一
五
円
五
〇
銭
か
ら
一
九
円
五
〇
銭
の
間

で
変
動
し
て
い
る
（
後
掲
第
２
図
参
照
）。
町
経
費
徴

収
は
、
所
有
す
る
土
地
の
地
価
に
対
し
て
期
毎
に
変

動
す
る
賦
課
率
で
徴
収
額
が
決
定
さ
れ
て
い
た
。
例

え
ば
、
明
治
四
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九
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七
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年
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地
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一
五
〇　
（
一
二
六
五
）



京
都
市
三
大
事
業
と
町
財
政
（
奥
田
以
在
）

価
一
〇
円
に
対
し
て
六
五
銭
の
割
合
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
上
半
期
は
地
価
一
〇
円
に
対
し
て
六
三
銭
の
割
合
と
い
っ
た
具
合
に
、

支
出
額
に
応
じ
て
賦
課
率
は
変
動
す
る
仕
組
み
を
取
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
か
ら
収
入
の
内
訳
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
年
か
ら
町
経
費
徴
収
が
諸
経
費
集
金

と
総
代
手
当
集
金
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
徴
収
方
法
は
、
従
来
の
地
価
割
に
加
え
て
、
新
た
に
所
有
面
積
に
対
し
て
賦
課
さ

れ
る
坪
数
割
も
採
用
し
、
諸
経
費
集
金
と
総
代
手
当
集
金
と
も
に
地
価
割
と
坪
数
割
を
併
用
し
て
経
費
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
結
果
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
上
半
期
に
八
八
円
四
八
銭
あ
っ
た
町
経
費
徴
収
は
、
八
四
円
四
八
銭
と
な
り
、
四
円
の
減
少
と

な
っ
た
。
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
は
、
道
路
拡
築
事
業
に
よ
る
用
地
買
収
が
行
わ
れ
、
町
内
戸
数
が
減
少
し
た
一
年
後
に
当
た
る
が
、

町
経
費
を
負
担
し
て
い
た
家
持
数
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
変
化
が
な
か
っ
た
。
同
年
に
神
事
費
で
も
徴
収
方
法
が
大
き
く
改
定
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
町
経
費
を
見
直
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
家
持
数
に
変
動
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
改
定
を
行
っ
た
明

確
な
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

　

一
方
、
代
人
料
は
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
上
半
期
か
ら
下
半
期
に
か
け
て
七
円
減
少
し
た
。
こ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
、
そ
れ
ま

で
半
年
で
三
円
の
代
人
料
を
支
払
っ
て
い
た
近
江
銀
行
と
川
崎
銀
行
の
代
人
料
が
無
く
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
収
入

の
減
少
が
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
下
半
期
の
赤
字
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
下
半
期
か
ら
は
、
支
出
の
減
少
に
伴
い
収
支
は
黒
字
へ
と
転
換
し
、
黒
字
は
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
下
半
期

ま
で
継
続
す
る
。
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
上
半
期
に
は
、
大
典
の
経
費
二
五
円
を
支
出
す
る
な
ど
の
影
響
が
あ
り
、
支
出
が
大
き
く
増

加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
支
は
再
び
赤
字
へ
と
転
落
す
る
。
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
か
ら
二
五
円
の
補
助
を
受
け
て
一
時
的
に
赤
字
を
解

消
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
五
期
に
渡
っ
て
赤
字
が
継
続
す
る
こ
と
と
な
る
。
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
下
半
期
と
翌
年
の
上
半
期
は
経

費
の
追
加
徴
収
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
赤
字
の
ま
ま
次
期
へ
繰
り
越
し
て
い
る 
。
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
下
半
期
か
ら
は
、
三
期

一
五
一　
（
一
二
六
四
）
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続
け
て
経
費
の
追
加
徴
収
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
赤
字
を
精
算
し
て
い
る
。
支
出
が
大
き
く
な
っ
た
主
た
る
要
因
は
、
そ
の
時
々
の
寄

付
金
や
学
区
の
役
員
交
代
の
際
の
慰
労
金
な
ど
臨
時
的
な
出
費
で
あ
っ
た
。

　

大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
か
ら
は
、
安
定
的
に
収
支
が
黒
字
を
計
上
す
る
よ
う
に
な
る
。
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
に
は
、
弁
当
代
や

フ
ラ
ン
ス
の
要
人
来
訪
に
と
も
な
う
提
灯
の
新
調
な
ど
で
支
出
が
大
き
く
増
加
す
る
が
、
こ
の
時
に
は
繰
越
金
が
大
き
く
膨
ら
ん
で
お

り
、
臨
時
に
追
加
徴
収
を
す
る
こ
と
な
く
済
ん
で
い
る
。

　

黒
字
転
換
の
要
因
と
し
て
、
収
入
の
増
加
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
入
費
集
メ
帳
」

（

）
に
は
、「
大
正
八
年
一
月
ヨ
リ
諸
経
費
及
総
代
衛
生
組

長
手
当
費
ト
モ
是
迄
よ
り
弐
割
増
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
諸
経
費
集
金
お
よ
び
総
代
手
当
集
金
を
増
額
し
た
こ
と
が
収
入
増
加
の
要
因

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
、
諸
経
費
集
金
が
三
一
円
四
四
銭
か
ら
三
七
円
七
四
銭
と
な
り
六
円
三
〇
銭
の
増
額
、

総
代
手
当
集
金
が
五
三
円
〇
四
銭
か
ら
六
三
円
六
六
銭
と
一
〇
円
六
二
銭
の
増
額
と
な
り
、
合
計
し
て
一
六
円
九
二
銭
増
額
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
下
半
期
か
ら
は
代
人
料
が
増
加
し
始
め
、
こ
れ
も
収
入
増
加
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。

こ
の
賦
課
率
の
変
化
に
よ
る
増
収
は
、
前
年
ま
で
の
赤
字
収
支
に
鑑
み
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
決
算
毎
の

繰
越
金
は
二
〇
円
以
上
に
上
り
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
上
半
期
に
は
繰
越
金
が
一
〇
〇
円
近
く
に
ま
で
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
か
ら
は
、
諸
経
費
集
金
が
減
額
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
三
七
円
七
四
銭
か
ら
一
九
円
一
四
銭
に
引
き
下
げ
ら
れ

た
が
、
こ
れ
は
繰
越
金
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
は
諸
経
費
集
金
、
総
代
手
当
集
金
と
も
に
変
化
は
な
い
。

　
　

第
二
節　

代
人
料
と
金
融
関
係
業
者

　

代
人
料
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
始
め
た
の
は
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
下
半
期
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
に
は
、
八
円
の
増
収
と

な
っ
て
お
り
、
大
正
八
（
一
九
一
八
）
年
上
半
期
に
は
さ
ら
に
六
円
増
加
し
て
い
る
。
合
計
金
額
の
推
移
と
し
て
は
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）

一
五
二　
（
一
二
六
三
）
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年
上
半
期
は
二
二
円
五
〇
銭
、
下
半
期
に
は
一
七
円
五
〇

銭
と
一
旦
下
が
る
も
の
の
、
翌
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に

は
二
九
円
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
下
半
期
に
三
四
円
、

大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
下
半
期
は
四
四
円
、
大
正
一
五

（
一
九
二
六
）
年
下
半
期
に
四
八
円
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）

年
上
半
期
に
五
一
円
と
増
加
し
て
い
く
（
第
２
図
）。

　

こ
こ
で
、
そ
の
代
人
料
の
内
訳
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

代
人
料
は
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
下
半
期
か
ら
減
少

を
始
め
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
の
下
半
期
に
は
八
円

五
〇
銭
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
こ
れ
は
前
述
の
通
り
、
近
江

銀
行
と
川
崎
銀
行
の
六
円
に
お
よ
ぶ
代
人
料
が
無
く
な
っ
た

こ
と
が
主
な
要
因
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）

年
上
半
期
に
一
円
の
微
増
と
な
り
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）

年
上
半
期
ま
で
は
お
よ
そ
こ
の
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
代

人
料
が
増
加
に
転
じ
た
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
下
半
期
か

ら
は
、
金
融
関
係
業
者
に
よ
る
代
人
料
が
急
激
に
上
昇
し
始

め
た
。山
口
銀
行
が
そ
れ
ま
で
の
二
円
か
ら
五
円
へ
と
増
額
、

近
江
銀
行
が
こ
の
と
き
五
円
の
代
人
料
を
支
払
っ
て
い
る
。
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大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
上
半
期
か
ら
は
、
近
江
銀
行
の
代
人
料
は
八
円
へ
と
増
え
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
年
に
近
江
銀
行
が
手
洗
水
町
内

の
土
地
を
買
い
増
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
、川
崎
銀
行
も
五
円
の
代
人
料
を
再
度
支
払
う
よ
う
に
な
り
、

代
人
料
全
体
に
占
め
る
銀
行
の
比
率
は
急
激
に
高
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
以
後
も
続
き
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年

に
は
浪
速
銀
行
（
翌
年
か
ら
十
五
銀
行
に
合
併
さ
れ
る
）
が
代
人
料
八
円
を
支
出
し
て
い
る
。
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
下
半
期
か
ら

は
藤
本
ビ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
銀
行
が
五
円
の
代
人
料
を
拠
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
山
口
・
近
江
・
川
崎
・
藤
本
ビ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
銀
行
の

代
人
料
は
、
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
下
半
期
か
ら
各
々
二
円
ず
つ
増
額
さ
れ
る
。
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
は
、
証
券
取
引
会
社

で
あ
っ
た
丸
二
商
店
が
不
動
産
を
買
得
し
、
五
円
の
代
人
料
を
支
払
う
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
代
人
料
は
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大

正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
下
半
期
の
代
人
料
は
合
計
四
八
円
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
の
四
六
円
（
約
九
六
％
）
を
金
融
関
係
業
者
が
占
め
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
金
融
関
係
業
者
の
町
経
費
全
体
に
占
め
る
負
担
の
割
合
を
、
諸
経
費
集
金
と
総
代
手
当
集
金
の
明
細
が
わ
か
る
大
正
一
〇

（
一
九
二
一
）
年
上
半
期
で
確
認
し
た
い
。
こ
の
年
の
代
人
料
は
二
九
円
で
、
そ
の
内
金
融
関
係
業
者
は
二
七
円
（
約
九
三
％
）
で
あ
る
。

こ
の
年
の
繰
越
金
を
除
い
た
町
経
費
全
体
の
収
入
は
、
一
一
四
円
五
〇
銭
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
四
分
の
一
弱
を
金
融
関
係
業
者
の
代
人

料
で
賄
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
諸
経
費
集
金
・
総
代
手
当
集
金
も
支
払
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
諸
経
費
集
金
が
一
一
円
五
八
銭
、

総
代
手
当
集
金
が
四
〇
円
四
四
銭
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
を
含
め
る
と
金
融
関
係
業
者
が
支
出
し
て
い
る
費
用
は
八
一
円
〇
二
銭
と
な

り
、
収
入
全
体
に
対
す
る
金
融
関
係
業
者
の
負
担
の
割
合
は
、
約
七
〇
％
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
金
融
関
係
業
者
の
代
人
料

が
増
加
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
町
経
費
の
大
部
分
を
金
融
関
係
業
者
に
依
存
す
る
と
い
う
構
造
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
た
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
な
お
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
上
半
期
の
代
人
料
の
増
加
は
、
西
陣
織
物
商
の
転
入
と
金
融
関
係
業
者
以
外
の
代
人
料
が

増
額
さ
れ
た
た
め
に
起
こ
っ
て
い
る
。

一
五
四　
（
一
二
六
一
）
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以
上
の
よ
う
に
、
京
都
市
の
三
大
事
業
の
一
つ
で
あ
る
道
路
拡
築
事
業
に
よ
っ
て
、
通
勤
型
の
金
融
街
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
手
洗

水
町
の
町
財
政
は
、
文
字
通
り
金
融
関
係
業
者
か
ら
の
収
入
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

第
三
節　

神
事
費
用
負
担
と
そ
の
変
容

　

次
に
、手
洗
水
町
の
象
徴
的
な
年
中
行
事
で
あ
る
御
手
洗
井
の
神
事
の
費
用
の
負
担
方
法
の
変
化
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
神
事
費
は
、

基
本
的
に
家
持
と
借
家
人
へ
の
神
事
費
徴
集
、
八
坂
神
社
の
氏
子
組
織
で
あ
る
清
々
講
社
か
ら
の
寄
付
金
、
家
屋
買
得
の
際
の
寄
進
、
神

事
行
事
役
の
神
酒
料
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
清
々
講
社
の
寄
付
金
と
行
司
役
の
神
酒
料
は
一
貫
し
て
計
上
さ
れ
て
お
り
、
金
額
に
つ
い

て
も
大
き
な
変
化
は
な
い
。

　
「
神
事
勘
定
帳
」
で
確
認
で
き
る
限
り
、
神
事
費
徴
収
は
家
持
が
一
軒
役
ご
と
に
負
担
し
、
借
家
人
に
は
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
以
降

徴
収
が
な
さ
れ
た
（
ち
な
み
に
明
治
六
〔
一
八
七
三
〕
年
で
は
、
借
家
三
八
軒
に
対
し
て
一
軒
当
た
り
二
〇
〇
文
宛
割
当
て
ら
れ
て
い
る
）。
家
持
は

所
有
す
る
土
地
の
地
価
に
対
し
て
、
町
経
費
徴
収
同
様
に
、
毎
年
支
出
に
合
わ
せ
て
変
動
す
る
賦
課
率
に
よ
っ
て
負
担
し
、
借
家
人
は
明

治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
ま
で
は
表
借
家
と
裏
借
家
の
区
別
な
く
一
戸
に
付
き
二
銭
と
い
う
戸
別
割
で
負
担
し
て
い
る
。
こ
の
期
間
の
借

家
数
は
三
八
軒
か
ら
五
七
軒
の
間
で
推
移
し
、
平
均
は
四
六
軒
で
あ
っ
た
。
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
以
降
、
家
持
の
徴
収
方
法
に
変

化
は
な
い
。
借
家
人
は
戸
別
割
と
い
う
徴
収
方
法
に
違
い
は
な
い
も
の
の
、
表
借
家
と
裏
借
家
で
金
額
に
差
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
徴
収
方
法
は
、明
治
四
四（
一
九
一
一
）年
ま
で
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、明
治
四
五（
一
九
一
二
）年
に
徴
収
方
法
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
年
は
、
家
持
か
ら
一
戸
に
付
き
三
〇
銭
を
一
二
軒
か
ら
徴
集
し
、
借
家
人
か
ら
も
こ
れ
ま
で
通
り
に
戸
別
割
で
徴
集
、
残
り
の
不
足

額
を
家
持
に
よ
る
地
価
割
で
徴
集
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
家
持
か
ら
は
戸
別
割
と
地
価
割
の
両
方
を
用
い
て
徴
集
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
一
年
間
だ
け
で
終
わ
り
、
翌
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
か
ら
は
借
家
人
か
ら
の
徴
集
自
体
が

一
五
五　
（
一
二
六
〇
）



第
六
十
四
巻  

第
四
号

な
く
な
り
、
家
持
の
み
が
神
事
費
徴
集
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
始
ま
っ
た
三
大
事
業
に
よ
る
用
地
買

収
の
影
響
を
受
け
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
に
は
表
借
家
が
六
軒
、
裏
借
家
が
四
軒
に
ま
で
減
少
し
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

家
持
の
み
が
神
事
費
の
徴
集
を
受
け
て
い
る
間
の
「
神
事
勘
定
帳
」
に
お
け
る
記
載
は
、「
神
事
費
集
メ
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ

は
大
正
四（
一
九
一
五
）年
ま
で
続
い
て
い
る
。
大
正
五（
一
九
一
六
）年
か
ら
は「
井
戸
屋
形
積
立
帳
よ
り
入
り
」と
い
う
記
載
に
変
わ
り
、「
神

事
費
集
メ
」
と
い
う
文
言
が
な
く
な
っ
て
い
る
。「
井
戸
屋
形
積
立
」
は
、
家
持
と
借
家
人
双
方
か
ら
毎
月
集
金
し
て
お
り
、
家
持
だ
け

が
神
事
費
を
負
担
し
た
の
は
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
か
ら
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
ま
で
の
三
年
間
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

神
事
費
用
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
以
降
、
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
か
ら
の
補
助
に
よ
っ
て
そ
の
多
く
が
賄
わ
れ
て
い
る
。
第
９

表
は
、
神
事
費
収
入
に
占
め
る
各
費
目
の
割
合
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
ま
で
は
、
積

立
帳
か
ら
の
補
助
が
神
事
費
の
総
収
入
に
占
め
る
割
合
は
最
大
で
約
七
七
・
三
％
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
以
降

は
九
〇
％
以
上
を
占
め
て
お
り
、
最
も
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
こ
で
、
次
に
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
の
収
支
構
造
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
第
３
図
は
、
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
の
明
細
と
そ
の
推

移
を
グ
ラ
フ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
収
入
は
、
井
戸
屋
形
修
繕
費
毎
月
集
め
と
し
て
毎
月
徴
収
さ
れ
る
定
期
的
な
積
立
金
と
、
そ
の

他
に
町
内
に
不
動
産
を
買
得
し
た
際
の
寄
付
金
、
公
債
利
子
お
よ
び
銀
行
利
子
か
ら
主
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
借
家
人
の
転
入

の
際
の
寄
付
金
な
ど
が
不
定
期
に
入
っ
て
い
る
。
な
お
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
は
そ
の
他
の
費
用
が
か

な
り
大
き
な
金
額
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
町
で
積
み
立
て
て
き
た
伊
勢
講
か
ら
の
繰
入
金
一
六
九
円
〇
九
銭
と
、「
井
戸
屋
形
積
立

講
残
金
全
部
」
二
八
七
円
四
四
銭
が
繰
り
入
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。「
井
戸
屋
形
積
立
講
」
に
つ
い
て
は
、
井
戸
家
形
修
繕
費
積
立
と

は
別
立
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

一
五
六　
（
一
二
五
九
）
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大正
5年

大正
6年

大正
7年

大正
8年

大正
9年

大正
10年

大正
11年

大正
12年

大正
13年

大正
14年

大正
15年

昭和
2年

清々講社補助金 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 
行司役神酒料 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
井戸屋形修繕費
積立より繰入

18.760 17.920 17.750 26.065 34.585 45.910 75.590 84.400 90.100 83.190 73.220 63.810 

不動産買得神酒料 6.000 10.000 26.000 20.000 2.000 
その他 1.700 0.000 0.000 0.055 0.000 
総収入 24.260 25.120 29.250 42.105 66.140 71.410 81.090 89.900 98.100 89.190 79.220 69.810 
総支出 22.255 25.115 29.270 42.105 66.140 71.410 81.090 89.900 98.100 89.550 79.220 69.810 
総収入に占める井戸屋
形修繕費の割合（％）

77.33 71.34 60.68 61.90 52.29 64.29 93.22 93.88 91.85 93.27 92.43 91.41

（注） 大正 8（1919）年の総収入は，計算上 41円 56銭 5厘となるが，帳簿には 42円 10銭 5厘
とあり，ここでは帳簿上の金額を示した．

（出所）『館古 559　手洗水町文書』No.87，88「神事勘定帳」（京都府総合史料館所蔵）．

第 9表　神事費収入とその内訳
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年
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年
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2年

井戸家形修繕
費毎月集め
公債利子
銀行預金利子
町内不動産買
得寄付
その他

第 3図　積立金収入の内訳
（出所）『館古 559  手洗水町文書』No.85「手洗井積立金出入帳」．

（単位：円）

一
五
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（
一
二
五
八
）
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井
戸
屋
形
修
繕
費
毎
月
集
め
の
個
人
の
負
担
額
を
編
年
で
追
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
明
治
四
五
（
一
九
二
一
）
年
で
は
家
持
一

戸
に
付
き
三
〇
銭
、
表
借
家
が
一
戸
に
付
き
一
五
銭
、
裏
借
家
が
七
銭
と
な
っ
て
い
る 

。
ま
た
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
は
、
家
持

一
戸
に
付
き
三
〇
銭
、
借
家
人
は
表
借
家
と
裏
借
家
の
区
別
な
く
一
五
銭
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
で
は
月
集

め
の
総
額
は
四
七
円
〇
一
銭
で
あ
っ
た 

。

　

金
額
と
し
て
大
き
い
の
が
、
不
動
産
売
買
の
際
の
寄
付
金
で
あ
る
。
こ
の
寄
付
金
は
、「
規
約
」
に
見
ら
れ
た
不
動
産
売
買
の
際
の
寄

付
金
徴
収
の
伝
統
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
近
江
銀
行
が
町
内
の
不
動
産
を
買
い
増
し
た
際

の
寄
付
金
三
〇
〇
円
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
は
浪
速
銀
行
の
五
〇
〇
円
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
は
株
式
会
社
丸
二
商
店
（
証

券
会
社
）
の
二
〇
円
と
藤
本
ビ
ル
ブ
ロ
ー
カ
ー
銀
行
の
七
四
〇
円
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
の
丸
二
商
店
の
六
〇
〇
円
と
金
融
関
係

業
者
に
よ
る
多
額
の
寄
付
金
が
目
立
つ
。

　

大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
、
手
洗
水
町
で
は
京
都
市
公
債
を
一
〇
〇
〇
円
購
入
し
て
い
る
。
市
債
の
購
入
は
、
近
江
銀
行
が
同
年
に
不

動
産
売
買
の
寄
付
金
を
納
付
し
た
一
月
後
に
行
わ
れ
て
お
り
、
近
江
銀
行
に
よ
る
多
額
の
寄
付
金
が
購
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と

が
伺
わ
れ
る
。
市
債
は
、
そ
の
後
も
買
い
増
し
さ
れ
て
い
き
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
は
、
市
債
四
〇
〇
〇
円
分
半
年
の
利
子
と

し
て
一
〇
三
円
四
六
銭
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
利
子
収
入
は
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
以
降
、
不
動
産
売
買
の
寄
付
金
を
除
き
最
も
比

率
が
高
く
な
り
、
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
っ
た
。
公
債
の
購
入
は
、
明
治
期
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）

年
に
は
区
公
債
五
〇
円
分
の
利
子
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
債
の
額
面
が
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
の
四
〇
〇
〇
円
と
い
う

巨
額
に
ま
で
及
ん
だ
の
は
、
金
融
関
係
業
者
に
よ
る
不
動
産
買
得
の
寄
付
金
を
元
手
と
し
た
こ
と
が
最
も
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

　

以
上
、
神
事
費
徴
収
の
変
容
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
神
事
費
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
か
ら
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
に
よ
っ
て

多
く
が
賄
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
経
費
負
担
構
造
の
基
盤
は
金
融
関
係
業
者
に
よ
る
多
額
の
寄
付
金
と
、
そ
れ
を
元
手

一
五
八　
（
一
二
五
七
）
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と
し
た
公
債
収
入
の
増
加
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
町
経
費
同
様
に
神
事
費
用
に
つ
い
て
も
、
手
洗
水
町
に
金
融
関
係
業
者
が

多
く
集
ま
っ
た
こ
と
で
、
彼
ら
か
ら
の
収
入
に
依
存
す
る
構
造
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

本
稿
で
は
、
手
洗
水
町
を
対
象
と
し
て
京
都
市
の
道
路
拡
築
事
業
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
住
民
構
造
の
変
化
と
、
通
勤
型
の
金
融

街
へ
と
変
貌
す
る
同
町
の
姿
を
描
い
て
き
た
。

　

明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
か
ら
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
用
地
買
収
に
よ
っ
て
、
手
洗
水
町
は
約
三
分
の
一
に

お
よ
ぶ
敷
地
を
失
い
、
借
家
人
の
数
を
大
幅
に
減
ら
し
た
。
こ
の
道
路
拡
築
事
業
に
よ
る
戸
数
の
減
少
は
、
戦
時
町
内
会
の
編
成
に
当
た

り
、
手
洗
水
町
と
笋
町
の
合
併
、
す
な
わ
ち
手
洗
水
町
の
消
滅
を
決
定
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

京
都
市
営
電
気
軌
道
の
敷
設
は
、
手
洗
水
町
の
所
在
す
る
四
条
烏
丸
付
近
を
交
通
の
要
所
と
す
る
と
と
も
に
、
商
業
地
と
し
て
の
性
格

を
強
め
る
役
割
を
果
た
し
た
。
特
に
、
市
営
電
気
鉄
道
が
京
電
を
買
収
し
て
飛
躍
的
に
乗
客
を
増
加
し
、
京
都
市
に
お
け
る
工
業
化
が
ピ

ー
ク
を
迎
え
る
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
以
降
、
同
町
が
急
速
に
金
融
街
へ
と
変
貌
し
て
い
く
様
子
が
伺
え
た
。

　

大
正
期
に
金
融
街
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
手
洗
水
町
で
は
、
財
政
構
造
に
も
そ
の
よ
う
な
性
格
が
現
れ
て
き
た
。
大
正
一
〇

（
一
九
二
一
）
年
の
町
の
収
入
に
対
し
て
金
融
関
係
業
者
が
占
め
る
割
合
は
約
七
〇
％
に
上
り
、
以
後
も
そ
の
傾
向
は
加
速
し
た
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
御
手
洗
井
の
神
事
費
は
、
道
路
拡
築
工
事
以
降
、
経
費
の
負
担
方
法
が
し
ば
し
ば
変
更
さ
れ
た
が
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）

年
以
降
は
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
に
よ
っ
て
大
部
分
が
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
以
降
、
そ
の
比
率
は

九
〇
％
を
越
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
井
戸
屋
形
修
繕
費
積
立
で
は
、
金
融
関
係
業
者
に
よ
る
不
動
産
買
得
の
際
の
多
額
の
寄
付
金
と
、

一
五
九　
（
一
二
五
六
）



第
六
十
四
巻  

第
四
号

そ
れ
を
元
手
と
し
て
購
入
し
た
公
債
の
利
子
が
収
入
の
大
き
な
割
合
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
井
戸
屋
形
修
繕
費
積

立
と
そ
れ
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
神
事
費
は
、
金
融
関
係
業
者
の
寄
付
金
を
基
礎
と
し
た
財
政
構
造
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
手
洗
水
町
は
道
路
拡
築
事
業
に
よ
っ
て
戸
数
を
大
き
く
減
少
さ
せ
、
戦
時
町
内
会
創
設
の
際
に
は
、
単
一
で
町
内
会
と

な
り
得
ず
、
隣
町
で
あ
る
笋
町
と
合
併
し
、
一
隣
組
と
し
て
存
続
し
得
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
共
有
財
産
と
神
事
執
行
権
に
つ

い
て
は
維
持
し
続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
道
路
拡
築
事
業
に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
金
融
関
係
業
者
を
財
政
基
盤
と
し
て
守
ら
れ
る
と
い
う
、

皮
肉
な
構
造
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
手
洗
水
町
の
通
勤
型
金
融
街
化
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
町
自
治
の
在
り
方
を
、
三
大

事
業
の
道
路
拡
築
事
業
が
切
り
裂
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊ 

本
稿
は
、
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
研
究
題
目
「
近
代
京
都
に
お
け
る
住
民

自
治
組
織
＝
「
町
」
の
基
礎
研
究
」）
に
お
け
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
六
〇　
（
一
二
五
五
）



京
都
市
三
大
事
業
と
町
財
政
（
奥
田
以
在
）

註（
１
）
吉
田
伸
之
「
高
輪
海
岸
―
現
代
都
市
イ
ン
フ
ラ
の
起
点
―
」（
吉
田
伸
之
・
伊
藤
毅
編
『
伝
統
都 

三 

イ
ン
フ
ラ
』
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
〇
年
）、二
五
五
頁
よ
り
引
用
。

（
２ 

）
伊
藤
之
雄
「
都
市
経
営
と
京
都
市
の
改
造
事
業
の
形
成
―
一
八
九
五
〜
一
九
〇
七
―
」（
伊
藤
之
雄
編
著
『
近
代
京
都
の
改
造
―
都
市
経
営
の
起
源　

一
八
五
〇
〜

一
九
一
八
年
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
３ 

）
鈴
木
栄
樹
「
京
都
の
都
市
改
造
と
道
路
拡
築
事
業
―
烏
丸
通
・
四
条
通
を
例
と
し
て
―
」（
前
掲
伊
藤
『
近
代
京
都
の
改
造
―
都
市
経
営
の
起
源　

一
八
五
〇
〜

一
九
一
八
年
―
』）。

（
４ 

）
三
倉
葉
子
「
烏
丸
通
の
金
融
街
化
と
近
代
的
土
地
所
有
」（『
学
術
講
演
梗
概
集
、F-2

建
築
歴
史
・
意
匠
』、
二
〇
〇
七
年
七
月
）。
ま
た
、
岡
本
訓
明
「
近
代
京
都
・
三

大
事
業
に
お
け
る
道
路
拡
築
事
業
と
そ
の
影
響
」（『
史
泉
』
第
一
〇
七
号
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）
で
は
、
烏
丸
通
に
お
け
る
銀
行
の
増
加
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
町
へ
の

影
響
な
ど
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
５ 

）
大
橋
清
香
・
大
場
修「
道
路
拡
築
と
近
代
町
家
―
京
都
河
原
町
通
り
を
事
例
と
し
て
―
」（『
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研
究
報
告
集
』計
画
系
第
四
一
号
、二
〇
〇
一
年
七
月
）。

（
６ 

）
京
都
市
役
所
『
京
都
市
三
大
事
業
誌　

道
路
拡
築
編　

第
五
集 

土
地
買
収
』（
京
都
市
役
所
、
一
九
一
四
年
、
一
頁
よ
り
引
用
）。

（
７ 

）『
手
洗
水
町
文
書
』N

o.78

﹇
明
倫
同
盟
会
規
約
﹈（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
）。

（
８ 

）『
大
塚
（
英
）
氏
旧
蔵
文
書
』N

o.1

「
道
路
拡
築
ニ
係
ル
希
望
・
陳
情
」（
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
）。

（
９ 

）
四
条
通
の
陳
情
と
東
本
願
寺
の
陳
情
に
つ
い
て
は
、前
掲
鈴
木
「
京
都
の
都
市
改
造
と
道
路
拡
築
事
業
―
烏
丸
通
・
四
条
通
を
例
と
し
て
―
」
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（

 

）『
大
塚
（
英
）
氏
旧
蔵
文
書
』N

o.1

「
道
路
拡
築
ニ
係
ル
希
望
・
陳
情
」（
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
）。

（

 

）
前
掲
京
都
市
役
所
『
京
都
市
三
大
事
業
誌　

道
路
拡
築
編　

第
五
集 

土
地
買
収
』、
一
頁
よ
り
引
用
。

（

 

）
西
村
卓
・
奥
田
以
在
「
近
代
京
都
に
お
け
る
町
自
治
と
規
約
―
手
洗
水
町
を
事
例
と
し
て
―
」（『
経
済
学
論
叢
』〔
同
志
社
大
学
〕
第
六
二
巻
第
四
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）

に
「
規
約
」
の
全
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

一
六
一　
（
一
二
五
四
）



第
六
十
四
巻  

第
四
号

（
 

）
他
町
の
事
例
は
、
奥
田
以
在
「
近
代
京
都
山
鉾
町
に
お
け
る
紛
擾
と
自
治
」（『
社
会
経
済
史
学
』
第
七
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
奥
田
以
在
「
近
代
京
都
「
町
」

に
お
け
る
家
持
自
治
の
転
換
―
東
玉
屋
町
、
仲
之
町
を
事
例
と
し
て
―
」（『
社
会
科
学
』〔
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
〕
第
七
六
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
等
を
参
照
。

（

 

）
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
頃
ま
で
の
町
の
行
政
的
位
置
付
け
の
変
遷
や
、
町
が
担
っ
た
公
共
的
業
務
に
つ
い
て
は
、
小
林
丈
広
「
京
都
の
町
組
織
の
再
編
と
公
共
的
業

務
―
清
和
院
町
を
中
心
に
―
」（
前
掲
伊
藤
『
近
代
京
都
の
改
造
―
都
市
経
営
の
起
源　

一
八
五
〇
〜
一
九
一
八
年
―
』）
に
清
和
院
町
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
以
後
、
京
都
の
町
は
公
同
組
合
と
い
う
名
称
で
行
政
の
補
助
機
関
と
し
て
も
末
端
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
時
期
の
町
の
業
務
に
つ
い

て
は
、
前
掲
奥
田
「
近
代
京
都
山
鉾
町
に
お
け
る
紛
擾
と
自
治
」
表
１
を
参
照
。
な
お
、
手
洗
水
町
で
は
、
総
代
が
公
同
組
長
を
兼
務
し
て
い
る
。

（

 

）
御
千
度
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
の
記
録
（『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.78

「
町
内
記
録
」、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
、「
八

坂
神
社
へ　

御
千
度
ニ
付
、
午
后
早
々
よ
り
参
詣
員
斉
藤
氏
、
井
上
氏
、
加
藤
氏
、
安
田
氏
、
吉
田
氏
、
川
嶋
氏
、
柴
垣
氏
、
外
借
家
不
残
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
規
約

と
は
年
代
が
離
れ
て
い
る
も
の
の
、
借
家
人
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

（

 

）
家
持
数
は
町
経
費
を
負
担
し
て
い
る
人
物
の
数
で
あ
る
。
町
経
費
は
所
有
す
る
土
地
の
地
価
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
た
め
、
家
持
の
み
が
支
出
す
る
項
目
と
な
っ
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
借
家
人
数
は
、「
神
事
勘
定
帳
」
の
神
事
費
を
納
入
し
て
い
る
借
家
人
の
数
を
示
し
て
い
る
。「
町
内
記
録
」
は
、
西
村
卓
・
奥
田
以
在
「『
町
内
記
録
』
に

み
る
近
代
京
都
町
自
治
の
変
遷
（
一
）
―
手
洗
水
町
に
お
け
る
大
正
・
昭
和
戦
前
期
―
」（『
経
済
学
論
叢
』〔
同
志
社
大
学
〕
第
六
三
巻
第
四
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
お

よ
び
西
村
卓
・
奥
田
以
在
「『
町
内
記
録
』
に
み
る
近
代
京
都
町
自
治
の
変
遷
（
二
）
―
手
洗
水
町
に
お
け
る
大
正
・
昭
和
戦
前
期
―
」（『
経
済
学
論
叢
』〔
同
志
社
大
学
〕

第
六
四
巻
第
一
号
、
二
〇
一
二
年
七
月
）
に
全
文
を
掲
載
し
て
い
る
。

（

 

）
前
掲
鈴
木
「
京
都
の
都
市
改
造
と
道
路
拡
築
事
業
―
烏
丸
通
・
四
条
通
を
例
と
し
て
―
」、
参
照
。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.78

「
町
内
記
録
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.78

「
町
内
記
録
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。

（

 

）
京
都
地
方
法
務
局
所
蔵
。

一
六
二　
（
一
二
五
三
）



京
都
市
三
大
事
業
と
町
財
政
（
奥
田
以
在
）

（
 

）
名
武
な
つ
紀
氏
は
、
京
都
に
お
い
て
明
治
期
に
入
っ
て
も
数
十
年
に
亘
っ
て
町
規
約
が
実
効
性
を
有
し
て
い
た
点
に
、
近
代
的
土
地
所
有
が
確
立
し
、
町
共
同
体
に
よ
る

規
制
が
根
拠
を
失
っ
た
大
阪
と
の
相
違
点
を
見
出
し
て
い
る
（
名
武
な
つ
紀
『
都
市
の
展
開
と
土
地
所
有
―
明
治
維
新
か
ら
高
度
成
長
期
ま
で
の
大
阪
都
心
―
』
日
本
経
済

評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
、
五
二
頁
参
照
）。
本
稿
の
手
洗
水
町
の
事
例
か
ら
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
大
阪
同
様
に
町
の
不
動
産
売
買
規
制
が
弱
ま
っ
て
き
て

い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
但
し
、
京
都
市
中
京
区
の
六
角
町
で
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
町
に
よ
る
不
動
産
売
買
へ
の
介
入
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
京
都
に
お
け
る
全
体
像
を
描

く
た
め
に
は
、
町
の
事
例
の
集
積
が
必
要
で
あ
る
（
関
谷
龍
子
「
町
空
間
の
歴
史
的
構
成
―
京
都
・
六
角
町
を
事
例
と
し
て
―
」〔
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
編
『
成
熟
都
市

の
研
究
―
京
都
の
く
ら
し
と
町
』
法
律
文
化
社
、
一
九
九
八
年
〕）。

（

 

）
名
武
な
つ
紀
「『
預
金
地
』
京
都
金
融
市
場
の
形
成
過
程
―
大
正
期
の
分
析
―
」（『
経
済
系
』
第
二
四
六
号
、二
〇
一
一
年
一
月
）、石
井
寛
治
「
近
江
銀
行
の
救
済
と
破
綻
」

（
石
井
寛
治
・
杉
山
和
雄
編
『
金
融
危
機
と
地
方
銀
行
―
戦
間
期
の
分
析
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（

 

）
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史 

八 

古
都
の
近
代
』（
学
芸
書
林
、
一
九
七
五
年
）
第
五
章
第
一
節
お
よ
び
第
三
節
、
前
掲
奥
田
「
近
代
京
都
『
町
』
に
お
け
る
家
持
自
治
の
転

換
―
東
玉
屋
町
、
仲
之
町
を
事
例
と
し
て
―
」
第
三
章
を
参
照
。

（

 

）『
明
倫
誌
』（
京
都
市
明
倫
尋
常
小
学
校
、
一
九
三
九
年
）。

（

 

）
前
掲
名
武
『
都
市
の
展
開
と
土
地
所
有
―
明
治
維
新
か
ら
高
度
成
長
期
ま
で
の
大
阪
都
心
―
』
で
は
、
大
阪
北
船
場
に
お
け
る
御
堂
筋
建
設
が
契
機
と
な
っ
て
、
御
堂
筋

沿
線
に
大
資
本
が
集
中
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
烏
丸
通
沿
線
と
同
様
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
（
特
に
道
路
整
備
）
が
地
域
社
会
の
構
造
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
こ
と

が
わ
か
る
。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.82

「
金
銭
入
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.80

・81

「
金
銭
出
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.87

・88

「
神
事
勘
定
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.85

「
手
洗
井
積
立
金
出
入
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。
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）



第
六
十
四
巻  

第
四
号

（
 

）
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
下
半
期
と
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
上
半
期
の
赤
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
期
の
支
出
項
目
の
中
に
前
期
の
不
足
分
と
し
て
「
金
銭
出
帳
」
に
計
上

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
両
期
に
関
し
て
は
経
費
追
加
徴
収
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.83

「
入
費
集
メ
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.83

「
入
費
集
メ
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。

（

 

）『
館
古
五
五
九　

手
洗
水
町
文
書
』N

o.89

「
集
金
帳
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）。

（
お
く
だ　

い
あ
り
・
同
志
社
大
学
経
済
学
部
）
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Abstract

Iari OKUDA, The Impact of the Construction of Infrastructure on the Areas 

Surrounding Modern Kyoto

　　This study focuses on the drawbacks of the construction of infrastructure. 

The construction of infrastructure is essential to life in a modern city; however, 

it can also destroy traditional ways of life in the surrounding areas. As such, 

this study looks to clarify the impact of infrastructure improvements on the 

cho, the basic town unit in Japan, in modern Kyoto. Following its construction, 

many banks established branches in Tearaimizu-cho, making it the financial 

center of modern Kyoto. However, these changes brought about not only a 

decrease in its population, and but also changed the financial footing of the very 

important traditional festival of Tearaimizu-cho. Ultimately, Tearaimizu-cho was 

consolidated so as to form senji-chonaikai, a WWII neighborhood association.
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